
  

飯塚事件の再審をもとめる福岡の会ＮＥＷＳ 
ＮＯ１３ （２４，０３，０１）  飯塚事件の再審をもとめる福岡の会   

℡・ｆａｘ ０９２－７１３－０１４４  〒８１０－００４１ 中央区大名２・２・５１・４０３ 

Ｅｍａｉｌ： ｉｉｚｕｋａｊｉｋｅｎ_ｓａｉｓｈｉｎ＠ｙｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ  ＨＰ ｈｔｔｐｓ://www.iizuka-saishin.net 

 

三者協議（裁判所・弁護団・検察）終る 

・・・再審の可否決定は4月以降に 
 弁護団は、2月15日に記者会見をこない、この日で第2次再審請求審の三者協議

が終わったこと、裁判所・鈴嶋晋一裁判長から「決定は4月以降にだす」との表明が

あったことを明らかにしました。 

裁判所に再審開始決定を求める要請に行こう！

署名やハガキ、手紙で要請を届けよう。 
 

緊急に、飯塚事件を考える

市民集会を開催します。 

明らかになった死刑判決に「合理的疑いを生じさせ」、「無罪を言い渡すべき新規

明白な証拠」について学習や意見交流などをおこないます。 

明らかになった新証拠は、死刑判決の根幹を覆すものです。（次ページ参照） 

１ 判決が、誘拐現場と時間を認定した、「事件当日8時半頃、女児2人を目撃した」

との「供述」は、捜査員に誘導されたもので、「当日は目撃していない」という証言 

２ 判決が、女児2人は、9時半までに殺害されていた、という認定を覆す「午前11時

頃、八木山バイパスで白軽自動車の中に女児を見た」という木村証言です。 

新証拠と死刑判決の関連について学習します。みなさんのご参加をお願いします。 

 

第2次再審請求審であきらかになった事実から 

飯塚事件を考える市民集会 
◎とき 3月17日（日）14時～16時30分  

◎ところ 飯塚市川津  福岡県技術開発センター 会議室 

◎資料代 500円 



  

新証言は、久間三千年さんは事件と接することは不可能であり、再審

開始の要件である「無罪を言い渡すべき新規・明白な証拠」です。 
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１ 「事件当日8時半頃、三叉路で女児2人を目撃した」とする「供述」は、

捜査員に誘導されたもので、「当日は目撃していない」というＯ女証言 
①判決の犯罪事実、「被告人は、平成4年2月20日午前8時30分ころから午前8時

50分ころまでの間、飯塚市潤野（三叉路・注清水）付近の路上において小学

校に登校中のＡ子とＢ子を認め、同女らが未成年であることを知りながら、

自己の運転する普通乗用車（マツダステーションワゴン・ウエストコースト）

に乗車させ、右小学校への通学路外に連れ出して、未成年者である同女らを

略取又は誘拐した。」 

②判決の事実認定証拠は、女児最後の目撃供述である農協職員Ｏ女の「8時30

分ころ三叉路で女児2人を見た」という検察官調書です。（甲３９） 

（清水注・Ｏ女は裁判では証言していません） 

③新証拠の内容 Ｏ女は、23年11月28日の三者協議の中で、「事件のあった日

に子どもを見たわけではないのに（捜査員から）自分の記憶と違う調書を作

られた。」「警察に誘導され供述を変えられた。当初から不本意だった。」と証

言し、判決が採用した供述調書を全面的に否定しました。 

④Ｏ女供述の全面否定により、証拠上、女児が最後に目撃されたのは8時22分

ころ三叉路から約400ｍ手前（自宅側）の平原バス停付近になります。 

女児2人は、平原バス停付近から学校に向かったのか、引き返したのか、不

明で、いつ、どこで誘拐されたのかは特定できません。 

⑤判決の事実認定の破綻 Ｏ女の旧供述は、三叉路通過後に、事件後５ヶ月

後に「後輪ダブルタイヤの紺色ワゴン車を目撃した」と供述したＫＦらと離

合したとして、女児誘拐現場と久間さんの車両との接点の役割を果たしてい

ましたが、Ｏ女新証言により、仮に久間車が通過したとしても本件犯行と久

間さんとの接点はなくなります。 

Ｏ女の新証言により、「女児2人はＯ女に目撃された後、通学路を北に逆戻

りして、その途中に誘拐された。」とする判決の事実認定は破綻しました。 

⑥現地調査とＯ女新証言 

私たちは、判決と三叉路に関わるＯ女を含めた5人の供述・証言をもとに 

現地調査をおこない、女児目撃供述はＯ女だけで、目撃可能な他の4人は「女

児は目撃にしていない」と一貫した供述をしていること、判決のＯ女が三叉

路通過後Ｋ女の通過まで3分を要したとする認定は誤りで実際は約20秒であ

ることなどから、Ｏ女目撃は日にちが違うか、当日であれば時間と場所が違

う、と供述は信用できないこと、そこから供述は誘導された可能性がたかい

ことを指摘してきました。新証言は現地調査の調査結果と整合します。 



  

２ 事件当日の「午前11時頃、八木山バイパスで白軽自動車の中に女児を見た」と

いう木村証言 

①木村泰治証言の要旨 「事件当日の午前10時30分頃から11時頃、飯塚から

福岡に向かう八木山バイパスで、久間さんとは別の男が運転していた白の軽

自動車の後部座席におびえた様子の女児が乗っているのを目撃した。」 

②判決の犯罪事実 「被告人は、2月20日午前8時30分ころから午前9時（高裁

判決9時30分）までの間、飯塚市内又はその近郊において、殺意をもってＡ子、

Ｂ子の頸部を手で締め付け圧迫し、窒息により死亡させて殺害した」 

③判決が殺害時間を認定した証拠は、裁判所の鑑定人石山昱夫教授が、ビ―

カ―に食物と人工胃液を加えて攪拌し、2時間前後振盪した後、一昼夜温室に

静置した、「実験結果」です。（石山証言、職15，16） 

 消化情況から死亡推定時間を鑑定するには余りにも安易な実験であり、2人

のうち1人の実験結果は判決も採用できない見間違いを犯しています。 

なお、2人の遺体を解剖した九州大学永田教授は鑑定書で、「検屍開始時（21

日午後10時）までに死後約1日から1日半を経過している」としています。 

④殺害時間の否定 木村証言は、判決の殺害時間には女児2人はまだ生存して

いたことを証明するとともに判決の殺害時間を否定し、事件と久間さんとの

接点は不可能であることを証明するものです。 

一方、事件直後の新聞報道には午前9時30分以降にも女児2人が目撃された

報道が10件余あります。午後1時30分～2時の本町アーケ―ドの目撃情報につ

いては、女児の服装、ランドセル、髪形から捜査員が2人と確認したものや、

警察犬が確認したものなどの報道もあります。これらも女児が午前9時30分以

降にも生存していたことを証明しており、木村証言を裏付けるものです。 

⑤再審で死亡推定時間の認定について、明らかにしなければなりません。 

 

３ 八丁峠でＴ氏が目撃した時間（11時）には、事件（殺害）は発生していない 

① 木村証言と当時の新聞報道は、事件の発端となっている「20日午前11時

ころ八丁峠の遺留品投棄現場で不審車両と男を目撃した」、というＴ氏の目撃

供述と事件は関係がないことを証明するものです。Ｔ氏が目撃した時間には2

人はまだ生存しており、事件（殺害）は発生していません。現場に女児の遺

留品の投棄はありません。仮に目撃された男が久間さんだとしても、事件と

は全く無関係の場所であり、事件と久間さんの接点にはなりません。 

② 私たちは八丁峠の現地調査で、Ｔ氏供述のダブルタイヤ目撃の「振返り」

は不可能であることや不審車や男の目撃情報記憶の不自然さ、さらに当山林

を維持管理する森林組合の職員であるＴ氏を含めＴ氏から目撃を知らされた

森林組合の職員らが3月2日までの10日間、誰一人警察に通報していないこと、

現地を熟知しているＴ氏が現場を特定するのに峠を3往復していることなど

から、「目撃供述」は捜査員の誘導の疑いが強いと指摘しています。 



  

全国からのご支援、ご協力ありがとう
ございます。いっそうのご支援を！ 
再審開始をもとめる全国からの署名が４０００人分を超えました。また、証拠リスト開

示をもとめる要請は８７団体・個人分が寄せられています。ありがとうございます。 

2月から毎月要請に行きます。いっそうのご支援を！ ＊検察庁への署名は中止します。 

 

4月以降に再審開始の可否が決定します 
全国の友人知人に再審開始をもとめる声を裁判所に届

けてもらおう！飯塚事件を全国に知らせましょう！ 
署名やハガキ、手紙で再審開始を要請しましょう。 

☆宛先 〒８１０－００４４ 福岡市中央区六本松４－２－４ 

福岡地方裁判所 第4刑事部 裁判長 鈴嶋晋一 殿 

☆要請文例 

飯塚事件の死刑判決に、多くの疑問があきらかになりました。 

再審を開始して、事件の真実を明らかにしてください。 

再審開始決定をだされるよう心から要請します。 

 

★飯塚事件のＤＶＤを観る会や学習会をひらき事件を知り、事件をひろげましょう。 

 

◇22年4月、ＮＨＫＢＳで放送されたドキュメント 

飯塚事件 正義の行方 30年後の迷宮 死刑執行された人物は

真犯人だったのか？ 

が映画になって上映されます。誘い合って観ましょう！ 

 4月27日～ ＫＢＣシネマ(中央区長浜) 詳細はＫＢＣシネマへ 
 

活動募金のお願い 再審開始をもとめる世論を大きくするため
の活動資金への募金のご協力をお願いします。 
 ゆうびん振替 口座番号 ０１７７０－２－１５３４１８ 

          加入者名 飯塚事件の再審をもとめる福岡の会 

 ゆうちょ銀行口座  普通預金  記号１７４３０ 番号８２２０７９６１ 

  他金融機関からの場合 店名七四八 店番７４８ 口座番号８２２０７９６ 
 

＊なんとしても再審開始を！ ご意見、要望などをお寄せ下さい。 


